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令和６年度 監査年間計画 

  令和６年３月２９日 

監 査 委 員 決 定 

 

１ 市政を取巻く状況 

政府が公表した、本年３月の月例経済報告では、「景気は、このところ足踏みもみられる

が、緩やかに回復している。」とされ、「先行きについては、雇用・所得環境が改善する下

で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、世界的な金

融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外景気の下振れが我が国の景気を下

押しするリスクとなっている。また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変

動等の影響に十分注意する必要がある。さらに、令和６年能登半島地震の経済に与える影

響に十分留意する必要がある。」とされている。このような状況の中、市の財政状況は、市

税収入は堅調にあるものの、ふるさと納税による税収の多自治体への流出の拡大が懸念さ

れているとともに、物価高騰や社会保障関係経費の増加、今後の大規模公共施設の更新に

係る対応など、財政負担の増大が見込まれている。 

令和６年度は、令和５年１１月に策定した「第六次多摩市総合計画」に本格的に取り組

む最初の年度であり、基本構想で掲げた将来都市像「つながり 支え 認め合い いきい

きと かがやけるまち多摩」の実現に向けて、基本計画のもと、各分野の政策・施策に取り

組んでいく年度である。行財政運営においては、「時代に即した行政サービスの最適化」、

「職員の人材育成と柔軟な組織運営」、「公共施設等のマネジメント」、「多様な主体との連

携」を基本姿勢とし、柔軟性・スピード感を併せ持つとともに、限られた社会資源を効率的

かつ効果的に活用し、持続可能な行財政運営を行っていくこととしている。多様な市民ニ

ーズへの対応など、市政運営における様々な課題を抱える中、市は、行財政運営を健全か

つ円滑に進めるとともに、市民の暮らしを守るための施策を、着実に推進することが求め

られている。 

 

 

２ 監査の基本方針 

本市における監査等は、「多摩市監査基準に関する規程」及び、以下の方針に基づき実施

するものとする。 

  

(1)  現在の市政が置かれている極めて厳しい財政状況の中、事務事業や予算執行が法令等

に則り適正に執行されているかという合規性の観点をはじめ、正確性、経済性、効率性、

有効性の観点から検証を行い、指摘又は意見し、改善を求めることとする。 
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(2)  各部課の改善措置について、これまでの監査指摘や意見等が的確に反映されているか、

再発防止の徹底が図られているかを適切に把握し、改善措置の実効性を確保するものと

する。特に、内部統制の観点から、指摘・改善措置等庁内で共有すべき事項についての

周知及び具体的な取り組みについて、確認を行うものとする。 

 

(3)  監査の意義、監査の結果や改善状況について、全庁に広く周知して職員で情報を共有

するとともに、市の公式ホームページ等の広報媒体を活用し、市民の視点に立って分り

やすい情報発信を行い、市政に対する市民の信頼確保に努めるものとする。 

 

(4)  効率的かつ効果的な監査が実施できるよう、組織目的の達成を阻害する要因の内容や

程度を総合的に勘案し、影響の大きな事項や、以前からの監査指摘と同様の誤りが繰り

返し発生している事項については、改善措置が有効に機能しているか、内部統制や相互

牽制が機能しているかの観点から監査を行うこととする。また、監査を通じ、担当職員

に気づきをもたらすよう、啓発的な取り組みや働きかけも行うものとする。 

 

(5)  個人情報について厳密な取扱が求められている状況を踏まえ、個人情報を取り扱う事

務・事業について、個人情報が条例、規則等に基づき適正に取り扱われているかという

観点で監査を行うこととする。 

 

 

３ 実施する監査等の種類 

令和６年度に実施する監査等は、次のとおりとする。それぞれの具体的な監査方法等に

ついては、別途、各監査等の実施計画において定めることとする。 

 

(1)  定期監査（財務監査及び行政監査）【地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４

項】 

市の財務に関する事務の管理、執行について、法令等に則って適正に処理されている

かという合規性の観点をはじめ、正確性、経済性、効率性、有効性の観点に十分留意し

て実施する。 

 

(2) 決算審査、基金運用状況審査【地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項、  

地方公営企業法第３０条第２項】 

  ア 一般会計及び特別会計の決算審査、基金運用状況審査 

市長から審査に付された決算書について、計数の正確性の検証及び分析を行うとと

もに、財務会計システムによる予算執行が法令等に沿って行われているかの事務処理
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状況と、財産管理の状況及び基金運用について適正に行われているか等を審査する。

また、各事業が地方自治法の趣旨に沿って行われているかについても確認し、監査委

員の意見を付す。 

 イ 下水道事業会計の決算審査 

   市長から審査に付された決算書について、計数の正確性の検証を行うとともに、下

水道事業の経営成績及び財政状態について審査し、監査委員の意見を付す。 

 

(3)  健全化判断比率等審査【地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び 

第２２条第１項】 

  市長から審査に付された財政健全化法に基づく健全化判断比率及び公営企業会計資金

不足比率が適正に算定されているか、決算審査にあわせて審査し、監査委員の意見を付

す。 

 

(4)  例月出納検査【地方自治法第２３５条の２第１項】 

市の会計管理者等が管理する現金の出納について、毎月の計数を関係諸帳簿と照合確

認し、現金の保管状況を検査するとともに、基金の出納状況及び保管状況を検査する。

検査にあたっては、財政収支の状況を計数面から把握するとともに、決算審査へつなが

るような方向性を関係所管と共有し、重要事業の進捗等の確認を行う等の工夫を適宜組

み入れながら、各監査等の一部として活用、関連性を持たせて実施する。 

 

(5)  住民監査請求に基づく監査【地方自治法第２４２条】 

住民からの請求により、市の執行機関等による違法・不当な財務会計上の行為又は

怠る事実について、関係法令等の定めるところにより監査を行う。 

 

(6)  その他法令に基づく監査 

住民監査請求以外の住民の直接監査請求【地方自治法第７５条】、議会の請求による

監査【地方自治法第９８条第２項】、市長の要求による監査【地方自治法第１９９条第

６項】などの請求や要求に基づく監査については、その都度定めるものとする。 
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４ 各監査、審査、検査の実施時期 

 

区 分 監 査 対 象 予 定 時 期 等 

定 期 監 査 

第１回：議会事務局、オンブズマン 

事務局、企画政策部、会計課、

選挙管理委員会事務局、監査

委員事務局 

令和６年８月上旬～１１月中旬 

第２回：全部局 令和６年１０月上旬～令和７年２月中旬  

決 算 審 査 

基金運用状況審査 

一般会計、特別会計及び下水道事業

会計、財産管理、基金の状況 
令和６年６月中旬～８月中旬 

健全化判断比率等審査 

地方財政状況調査に基づく財政健全

化に関わる財政指標、下水道事業会

計資金不足比率についての審査 

令和６年７月中旬～８月中旬 

例 月 出 納 検 査 
全会計、基金及び仮払金 

下水道事業会計 
毎 月 末 

住 民 監 査 請 求 違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実 請求された時期 

その他法令監査 請求対象の部局又は事務 請求された時期 

  


